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新PIN様式

PINルール対応国 :JCM HOME（https://www.jcm.go.jp/ ）の各国のRules and Guidelinesからダウンロード。

または、JCMAウェブサイト(https://gec.jp/jcm/agency/guides/about_jcm/ )の各国様式を利用。

PINルール未対応国:JCMAウェブサイトから、Other countriesを利用。

旧様式 新様式
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1. Description of the project, including how the project 
reduces/removes GHG emissions 

2. Reasons and rationale for implementing the project under the JCM

3. Location of the project 

4. Expected Schedule of the project 

5. Type and duration of crediting period

6. Expected scale of investment and financial sources

7. Applicable JCM methodology(ies) 

8. Expected Mitigation Outcome (GHG emission reductions/removals)

9. Contacts 

新PIN様式の項目

緑部分が追加された項目
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新PIN様式の追加項目

• ２．Reasons and rationale for implementing the project under the JCM

→JCＭとする理由、根拠。

• 5.  Type and duration of crediting period

→ルール＆ガイドライン改定。

• 8. Expected Mitigation OutcomeにBaU排出削減量（Optional）

→相当調整をしてもなお相手国NDCに貢献することを示す。
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• まず、JCM適用基準を参照。
https://gec.jp/jcm/agency/JCM_application_criteria_ja.pdf

• 次に、JCMAウェブサイトの記入例・記入指針を参照。
民間JCM: https://gec.jp/jcm/agency/publ_JCM_XX_F_PIN_sample_private.pdf
設備補助:https://gec.jp/jcm/agency/publ_JCM_XX_F_PIN_sample_facility.pdf

なお、JCMAでは、PIN事前相談を随時行っています。
相談先:jcma-contact@gec.jp

新PIN様式の記入例・記入指針
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新PIN様式の記入例・記入指針

適用する技術や対策の具体的な内容、どのようにしてパートナー国のGHG排出削減や除去
となるのかを説明してください。この場合、その削減や除去が、パートナー国がパリ協定に基づい
て報告するGHG排出量（インベントリ）に反映されることが必要です。
加えて、プロジェクトに関係する主体とそれぞれの役割を示す体制図を添付してください。関係
する主体としては、例えば、投資企業、金融機関、EPCコントラクター、オペレーター、製品オフ
テイカー、JCMコンサルタント等が挙げられます。
またJCMの手続きを誰が進めるのかについても記入ください。
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新PIN様式の記入例・記入指針

パリ協定第 6 条に沿って実施するJCMでは、JCM プロジェクトによって発行されるクレジットのうち、日本側に配分される
JCM クレジット分については相当調整（パートナー国が排出量を報告する時に、同量を上乗せすること）の対象となること
から、パートナー国がJCMプロジェクトを実施する際に、相当調整を行ってもなお自国のメリットになることについて理解を得るこ
とが求められます。
当該事業がJCMを利用する理由として、事業性を確保するためにクレジットによるインセンティブ（例:クレジット収入以外に
事業収益が見込めない事業であるか、事業収益が見込めたとしてもクレジット収入がなければ投資回収年数が⾧期化する、
あるいはIRRが低く、事業の実施が困難であること等）が必要であることを説明してください。
さらにパートナー国のNDCへの貢献という観点から、技術難易度や導入量・スピードなどで特に優れている点やパートナー国
内での波及・横展開のポテンシャル有無及び程度（地元企業の参画、キャパシティや技術の習得による地域産業への裨益
を含む）があれば記入ください。
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新PIN様式の記入例・記入指針

現時点からの建設見通し及びJCM手続きの見通しを、両者を分けずに時系列で記入ください。
年月日の形式は例にならってください。

JCM適用基準の２．には、「排出削減・吸収を行う機器の調達を開始する日又は排出削減・吸収を
行う設備の建設を開始する日のどちらか早い日より前に、日本政府を通じて相手国政府に事業概要
（PIN:Project Idea Note） を提出していること。」という記載がありますので、余裕を持ったスケ
ジュール立てを行ってください。
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新PIN様式の記入例・記入指針

クレジット期間は10年間固定、もしくは５年間の２回更新。

森林系のプロジェクトやCCS等、通常のクレジット期間よりも⾧い場合はOtherにチェックし、（ ）内に
その理由を記入。
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新PIN様式の記入例・記入指針

パートナー国政府への参考表記として、パー
トナー国の現地通貨（それが難しい場合は
ハードカレンシー）での金額を、換算に用い
た換算レートとともに記載してください。

CAPEXだけでなくOPEXを含めて日本側の
貢献として主張することも可能です。この場
合は、一段上の総投資額のところにOPEXを
含めた金額を説明してください。

日本国政府による資金支援プロジェクトの場
合は、支援対象経費（補助対象経費）を
記入してください。
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新PIN様式の記入例・記入指針

（年間の削減量の変動があまりない場合を
除き）排出削減量計算に必要な、リファレン
ス排出量とプロジェクト排出量の両方につい
て、プロジェクト期間中の各年分を記入くださ
い。その上で年平均値を記入ください。
リファレンス排出量については、承認方法論
がある場合はその方法論を使って計算してく
ださい。承認方法論がない場合は、BaU
（成り行き）量を下回り、かつパートナー国
が、仮にクレジット全量を日本側に配分し相
当調整を適用しても、なおパートナー国の
NDC達成に貢献することを説明できるよう設
定してください。
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8. Expected Mitigation Outcome (GHG emission reductions/removals) 

新PIN様式の記入例・記入指針

可能であればBaU排出量からの削減量
を記載下さい。例えば、CDMの方法論は
BaU排出量を計算する手法です。また現
在排出している活動であれば、現在の排
出量をBaU排出量と見なすことも考えら
れます。

可能であれば現時点で想定されるクレジッ
トの配分率を記入ください。
日本国政府による資金支援プロジェクトに
ついては、初期投資額に対する資金支援
額の割合を、日本への配分率とすることが
基本となります。
民間JCMについては、CAPEXやOPEXを
合計したプロジェクトの総額に対する、日本
側の負担額の割合を日本への配分率とす
ることが考えられます（特に初期投資額が
少なく、プロジェクトにクレジット以外の収益
がない場合）。


